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  紙推進協ニュース ２０２５年３月３１日 №１２２ 

    紙製容器包装リサイクル推進協議会 〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-1-21新虎ノ門実業会館8階 

                            TEL：03-3501-6191  ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://www.kami-suisinkyo.org/ 

                               FAX：03-3501-0203  E ﾒｰﾙ：p@kami-suisinkyo.org 
   

本紙推進協ニュース No.１２２では、[Ⅰ] 公益財団法人 日本容器包装リサイクル

協会（容リ協）紙容器事業情報、[Ⅱ] ２０２４年度第３回理事会報告（２／１４）、

第２回複合品（複合紙製容器包装）リサイクル推進ＷＧの活動報告及び特別会費の

請求、[Ⅲ] 容リ関連動向についてお届けいたします。 

 

[Ⅰ] 公益財団法人日本容器包装リサイクル協会（容リ協）紙容器事業情報 

公益財団法人日本容器包装リサイクル協会の２０２４年度再商品化見通し等報告会は、３月４日に開催され

ました。本報告会は４素材を総括し、Ｗｅｂ併用にて行われました（資料１参照）。 

 ＜２０２４年度 再商品化見通し等報告会＞の資料による紙容器事業に関する内容 

１ ２０２４年度 再商品化実績見通し 

  ・市町村からの引き取り見込量は 13,135トンとなりました（前年度実績 13,898トン、前年度比（94.5％）。 

  ・再商品化製品販売見込量は、製紙原料 11,924トン（92.5％）、材料リサイクル142トン（1.1％）、固形燃 

料818トン（6.3％）、合計12,884トンとなり、前年度より983トン減少（前年度比92.9％）しました。 

  ・古紙は発生量、回収量ともに減少する中で、前年度は名古屋市の雑がみ一括回収への変更により大幅な減 

少となったが、２０２４年度は懸念された他の市区における追随する回収方法変更等はなく、大きな減少 

とはなりませんでした。 

２ ２０２４年度 紙製容器包装収支見込（余剰精算金見込） 

＜余剰精算金見込について＞ 

２０２４年度は合理化拠出金は発生しなかったため、再商品化実施委託料金のみでの計算で、余剰見込額

は約1.82億円となり、再商品化実施委託料金ベースの余剰金精算率は約 33.0％となる見込 

３ ２０２５年度 落札結果 

  ・市町村の申込量13,377トン（前年度比95.1％）となり前年度から692トン減少しました。 

  ・入札参加事業者数は41社（前年度42社）で、市町村の申込数は138（前年度 141社）で 3減少しました。 

  ・落札加重平均単価は-4,375円/トン（前年度-3,368円/トン）となり、前年度より 1,007円/トン有償化が 

   進みました。 

   うち：逆有償落札平均13,627円/トン（前年度13,136円/トン） 

逆有償落札量4,059トン 全落札量の30.3％（前年度4,159トン 全落札量の 29.6％） 

   うち：有償落札平均 -12,217円/トン（前年度 -10,295円/トン） 

      有償落札量9,318トン 全落札量の69.7％（前年度 9,910トン 全落札量の 70.4％） 

・再商品化事業者への支払いは、55,312千円と昨年より増加する見込（前年度54,633千円）。 

  ・有償入札による再商品化事業者からの容リ協への委託収入は約 113,838千円と見込まれ、消費税控除後の 

金額が有償で落札した保管施設の市町村に拠出されます。 
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 [Ⅱ] ２０２４年度第３回理事会報告（２／１４） 
 ２０２４年度第３回理事会を２０２５年２月１４日（金）にＷｅｂ併用で開催、１．当推進協議会の運営 

体制の見直しについて、２．２０２４年度活動報告ならびに収支決算見込報告、３．２０２５年度活動計画 

ならびに収支予算案、４．複合品リサイクル推進ＷＧの活動報告・活動計画、５．新会員募集／ご加入の 

お願いについて説明しました。 

※来年度は役員改選の年ではございませんが、役員交代を予定されている方には早めの変更届を提出し

ていただくようお願いしました。 

１ 当推進協議会の運営体制の見直しについて ＜第１号議案＞ 

１）専務理事交代の経緯 

専務理事については、当推進協議会の発足以来、立ち上げ主体であり中身事業者団体である全日本菓子 

協会から出すということで、森永製菓（株）より川村節也が 2011年11月以来出向しておりましたが、 

65歳を迎えたため2025年6月の総会にて専務理事を交代し 6月末にて当推進協議会を退任することと 

なりました。 

２）専務理事の後任人事について 

上記の専務理事交代にあたり、後任人事について検討してまいりましたが、この度は、当推進協議会の 

運営体制の効率化等のため、会長団体・会社である（一社）日本印刷産業連合会のTOPPAN（株）から 

専務理事を出すことについて、運営幹事会で討議の上、理事会に提案することといたしました。 

３）理事会・総会への提案 

上記の後任人事について、2月14日の理事会にて討議の上、ご承認いただければ、4月1日付にて専務 

理事の後任候補が当推進協議会に着任することとなります。 

来年度は役員改選の年ではありませんが、2025年度役員候補名簿として 6月3日の総会に議案として提 

案することになります。 

専務理事の後任候補が4月１日付で着任してから前任の専務理事が 6月末で退任するまでの 3ケ月間で 

引継を実施、重なる部分の人件費補助は 75万円となります。 

４）今後の運営体制の見直しについて 

この度の専務理事の交代を前例とせず、新体制のもとで、今後の体制に向けた会長・専務理事の選出プ 

ロセス、任期等を運営幹事会・理事会で検討いたします。 

 

  第１号議案について野口議長が質問、意見を求めたところ満場異議なく了承されました。専務理事の後任 

候補として4月1日付でTOPPANグループのパッケージ事業の製造部門を担う(株)トッパンパッケージプロ 

ダクツ代表取締役小川龍太が着任しますので皆様よろしくお願いいたします。 

 

２ ２０２４年度の活動報告ならびに収支決算見込報告 

２－１．自主行動計画２０２５フォローアップ報告（２０２３年度実績） 

１） リデュースの推進：２１．１％削減（包装用紙・紙器用板紙の国内出荷量） 

２）リサイクルの推進：回収率２２．４％ 

 ２－２．容器包装リサイクル制度見直しに向けた取り組み及び関連動向 ＜容リ法改正対策委員会＞ 

  １）成長志向型の資源自律経済の確立に向けた取り組み 
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  ２）ＣＬＯＭＡ（クリーン・オーシャン・マテリアル・アライアンス）の取り組み 

   ・ＣＬＯＭＡの取り組みで当推進協議会は、紙に直接係わる部分である Key action 4＆5の「代替素材 

の開発・利用（紙・バイオプラ等）」においては、法規制・基準分科会ではリサイクルの観点から「紙 

製容器包装の識別表示の区分」の在り方を、再資源化分科会では「未利用の紙系廃棄物、複合素材廃 

棄物のリサイクルについて」を検討課題として取り組みました。 

  ３）名古屋市が「紙単体紙製容器包装」を容リルートでの回収から離脱 

   ・容リルートでの回収量最大で全体の約１／３を占めた名古屋市が、2023年度より製紙原料向けの「紙 

単体紙製容器包装」を容リルートでの回収から離脱し紙小物を含む「雑がみ」に回収対象を拡大し古 

紙ルートでの回収に変更、逆有償でＲＰＦ等の固形燃料に再商品化する「複合紙製容器包装」のみ引 

き続き容リルートでの回収を継続、容リルートの全国の回収量は 1.4万トンに減少しました。 

  ４）複合品（複合紙製容器包装）リサイクル推進ＷＧの発足 

   ・容器包装リサイクル制度の見直しに向け「提言３」で複合品（複合紙製容器包装）の収集・リサイク 

ルの推進を提言していること、「プラスチック資源循環促進法」の施行にともない「基本的な方針」の 

告示で、「再生可能資源（紙、バイオマスプラスチック等）に適切に切り替え」と「紙」について明確 

に位置付けていただきましたが、プラからの「紙化」を進めるにあたり「複合品」についてもリサイ 

クルすることが求められているため、複合品（複合紙製容器包装）リサイクル推進ＷＧの設置及び特 

別会費の募集を第1回理事会（2024年5月15日）で承認されました。 

 ・第1回ＷＧ（7月26日）で取り組む自治体候補の選定や焼却炉更新時期等のアンケート内容を確認し、 

第2回ＷＧ（2025年 1月31日）で取り組み状況を説明するとともに、自治体訪問時に使いやすいパン 

フレット「紙製容器包装のリサイクルについて」改訂についても報告しました。福井市、岐阜市、江 

戸川区、茨城県古河市、東京都町田市、大阪府吹田市、静岡県焼津市、大阪府門真市、福岡県北九州 

市を訪問、更に２回目の取り組みにつなげていく予定です。 

２－３．紙製容器包装の会議・調査活動 

１） 企画・運営＜運営幹事会＞ 

・２０２５年度の専務理事の交代に向けて、当推進協議会の運営体制の見直しについて討議しました。 

２） 新型コロナウイルス感染症禍からの平常化 

３） 市区の組成分析調査 ＜技術委員会＞ 

・旭川市、千葉市及び、名古屋市で、紙製容器包装の組成分析調査を実施しました。 

４）紙製容器包装のマテリアルフロー（2023年度）の作成 ＜技術委員会＞ 

５）市町村回収量アンケート調査 ＜総務委員会＞ 

・市町村の回収量アンケート調査を人口１０万人程度以上の２９５市区対象に実施、２９３市区より回

答を得て、紙製容器包装の回収量と回収率を算定しました。 

２－４．３Ｒ推進のための広報・啓発 ＜総務委員会＞ 

  １）「３Ｒ改善事例集第１８版」の発行 

  ２）パンフレット「紙製容器包装のリサイクルについて」改訂 

３）「エコプロ２０２４」出展（１２月４日－６日 東京ビッグサイト） 

２－５．３Ｒ推進団体連絡会における取り組み（自主行動計画と主体間連携の推進） 

  １）自主行動計画フォローアップ報告 （１２月１７日：経団連会館） 

自主行動計画２０２５（2021～2025 年度）のフォローアップ報告の３年度目の 2023 年度実績を記者
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発表（報道関係者２８名） 

  ２）主体間連携の推進 

・「容器包装３Ｒ推進フォーラム」(１月２８日：文京区，オンライン及び録画配信併用) 

・意見交換会「容器包装３Ｒ交流セミナー」（高松・岐阜・前橋市）開催 

・３Ｒ市民リーダー育成プログラム；主幹事としてＮＰＯ法人持続可能な社会をつくる元気ネットと連 

 携展示会への出展：副幹事として「エコプロ２０２４」に出展 

２－６．会員への情報提供 

  １）紙推進協ニュース（No.１１９～１２２）の発行やメールの発信 

２）「３Ｒ改善事例集第１８版」を全会員に送付 

３）ホームページの充実 

 ２－７．２０２４年度収支決算見込報告 

複合品リサイクル推進ＷＧ発足にともなう特別会費基準及び新規会員の入会により収支が改善の見込み 

 ２－８．２０２５年度役員名簿 

役員改選の年ではありませんが、専務理事交代に伴い議案として提案。 

 

３ ２０２５年度活動計画ならびに収支予算案 

３－１．企画・運営 ＜運営幹事会＞ 

この度の専務理事の交代を前例とせず、新体制のもとで今後の体制に向けた会長・専務理事の選出プロ 

セス、任期等を運営幹事会で検討いたします。 

３－２．容器包装リサイクル制度の見直しに向けた取り組み ＜容リ法改正対策委員会＞ 

１） 自主行動計画２０３０（２０２６～２０３０年度）の目標設定の検討 

 ・第５次自主行動計画である自主行動計画２０３０（２０２６～２０３０年度）の数値目標を含めた目 

標設定の検討を行ない、自主行動計画２０３０としての発表の準備をします。 

２）自主行動計画２０２５のフォローアップ報告（2024年度実績） 

   ・自主行動計画２０２５（2021～2025年度）の４年度目（2024年度）のフォローアップ報告を経団連と 

ともに12月に記者発表します。 

   ３）紙製容器包装の「容器包装リサイクル制度の見直しに向けた提言」改訂 

   ・前回の合同審議会で、当推進協議会による紙製容器包装の「容器包装リサイクル制度の見直しに向け 

た提言」として、紙製容器包装の紙単体と複合品の区別表示を設定することを提言し、「容器包装リサ 

イクル制度の施行状況の評価・検討に関する報告書」における分別排出の考えられる施策の例として、 

「紙製容器包装の回収量の拡大の観点からの識別表示の検討を引き続き行うべきである」と課題とし 

て取り上げられていること及び複合品（複合紙製容器包装）リサイクル推進ＷＧの取り組みを勘案し、 

第1回理事会で改訂します。 

  ４）ＣＬＯＭＡの取り組み 

・ＣＬＯＭＡ（クリーン・オーシャン・マテリアル・アライアンス）の取り組みで紙に直接係わる部分 

である Key action 4＆5の代替素材の開発・利用（紙・バイオプラ等）において、法規制・基準分科 

会ではリサイクルの観点から「紙製容器包装の識別表示の区分」の在り方について検討、再資源化分 

科会では「未利用の紙系廃棄物、複合素材廃棄物のリサイクルについて」検討を進めてまいります。 
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  ５）複合品（複合紙製容器包装）リサイクル推進ＷＧの取り組み 

・容器包装リサイクル制度の見直しに向け「提言３」で複合品（複合紙製容器包装）の収集・リサイク 

ルの推進を提言していること、「プラスチック資源循環促進法」の施行にともない「基本的な方針」の 

告示で、「再生可能資源（紙、バイオマスプラスチック等）に適切に切り替え」と「紙」について明確 

に位置付けていただきましたが、プラからの「紙化」を進めるにあたり「複合品」についてもリサイ 

クルすることが求められているため、複合品（複合紙製容器包装）リサイクル推進ＷＧの取り組みで、 

新たに１０市区の自治体に働きかけるとともに会員セミナーを開催、パンフレットも毎年改訂いたし 

ます。 

３－３．紙製容器包装の調査活動 

  １）市区の組成分析調査 ＜技術委員会＞ 

  ２）紙製容器包装の軽量化実態調査（原単位）＜技術委員会＞ 

  ３）紙製容器包装のマテリアルフロー(2024年度)の作成 ＜技術委員会＞ 

４）市町村回収量アンケート調査 ＜総務委員会＞ 

 ３－４．３Ｒ推進のための広報・啓発 ＜総務委員会＞ 

   １）「３Ｒ改善事例集第１９版」の発行、２）展示会への出展、３）会員への情報提供 

 ３－５．３Ｒ推進団体連絡会における取り組み（自主行動計画と主体間連携の推進） 

第５次自主行動計画にあたる自主行動計画２０３０（2026～2030年度）の数値目標を含めた目標設定 

を検討するとともに、自主行動計画２０２５（2021～2025年度）の４年度目（2024年度）の成果を12 

月に経団連とともにフォローアップ報告として記者発表、３Ｒ推進団体連絡会として団結して取り組 

みます。主体間の連携を推進するために、①３Ｒ推進フォーラム②３Ｒ交流セミナー③３Ｒ市民リー 

ダー育成（主幹事）④展示会への出展（副幹事）等を実施してまいります。 

 ３－６．２０２５年度予算案 

２０２５年度に向け引き続き財政は厳しいが、複合品リサイクル推進ＷＧに取り組み、新規会員募集等、 

収支の改善に努めます。 

 

４ 複合品リサイクル推進ＷＧの活動報告・活動計画 

４－１．２０２４年度複合品（複合紙製容器包装）リサイクル推進ＷＧ活動報告 

１） 目的・理由 

２） 複合品（複合紙製容器包装）リサイクル推進ＷＧの取り組み体制・目標 

 ・ＷＧの体制 

 ・求められる取り組み・目標 

３） 複合品（複合紙製容器包装）リサイクル推進ＷＧの取り組み 

 ・キックオフミーティング（4月 15日） 

 ・２０２４年度第１回理事会にてＷＧ設置承認（5月15日） 

 ・２０２４年度定時総会にて報告（6月3日） 

 ・コアレックス信栄（株）取り組み自治体優先順位選定等事前ヒアリング（6月19日） 

 ・王子ホールディングス（株）取り組み自治体優先順位選定等事前ヒアリング（6月21日） 

 ・紙推進協ニュースNo.１１９（６月２８日発行） 

 ・第１回複合品（複合紙製容器包装）リサイクル推進ＷＧ・意見交換会開催（7月26日） 
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 ・（株）トベ商事（新会員） 取り組み自治体優先順位選定等ヒアリング（9月 2日） 

 ・官民パートナーシップフォーラム・交流会（10月31日） 

 ・第２回複合品（複合紙製容器包装）リサイクル推進ＷＧ（1月31日） 

４） 市町村回収量アンケート調査（２０２３年度実績）報告 

５） 取り組む自治体候補を選定 

６） 自治体との意見交換状況 

 ① 福井市 市民生活部 環境政策課（12月 23日） 

 ② 岐阜市 環境部 資源循環課（1月 20日） 

③ 江戸川区 環境部 清掃課・江戸川資源リサイクル事業協同組合（1月 21日） 

④ 古河市 市民部 環境課（1月 23日） 

⑤ 町田市 環境資源部 環境政策課（2月 10日） 

⑥ 吹田市 環境部 環境政策室（2月 17日） 

⑦ 焼津市 市民環境部 環境課 ごみ減量推進室（2月 25日） 

⑧ 門真市 環境水道部 環境政策課（3月 18日） 

⑨ 北九州市 循環社会推進部 循環社会推進課（3月 24日） 

⑩ 前橋市 環境部 ごみ政策課（3月 27日） 

 ・各自治体課長クラスをターゲットに、目標の 10市区訪問を達成。来年の取り組みにつなげて 

いきます。 

７） パンフレットの作成について 

 ・当推進協議会の従来の紙製容器包のパンフレットについて、汎用性を残しながら複合品（複合紙 

製容器包装）のリサイクル推進に対応し３月に全面改訂し紙推進協ニュースに添付しました。 

８） 会員セミナーの開催は見送り 

９） 特別会費の収支見込 

４－２．２０２５年度複合品（複合紙製容器包装）リサイクル推進ＷＧ活動計画 

１） ２０２５年度取り組む自治体候補選定について 

２） 市町村回収量アンケート調査（２０２４年度実績） 

３） パンフレットを毎年改訂 

４） 会員セミナー開催 

５） ２０２５年度の特別会費請求について 

    ・２０２５年度特別会費請求 

    ・特別会費の収支予算（案） 

 ４－３．市町村回収量アンケート調査（２０２４年度実績） 

１） 焼却炉の更新計画等について 

４－４．パンフレットの作成について 

 

５ 新会員募集／ご加入のお願いについて（継続） 

  ・当推進協議会は各業界団体・企業の並立したご協力により発足した経緯を説明し、新会員募集活動につい 

て引き続き御協力のお願いと会員候補の説明をしました。 
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[Ⅲ] 容リ関連動向について 
１ 産業構造審議会 イノベーション・環境分科会 資源循環経済小委員会  

・産業構造審議会産業技術環境分科会で 2023年 8月廃棄物・リサイクル小委員会を廃止して資源循環経済

小委員会を設置され、2023年 9月に第 1回小委員会を開催、2024年 12月に開催された第 10回小委員会

で、パブコメを受けて「成長志向型の資源自律経済戦略の実現に向けた制度見直しに関する取りまとめ」

が行なわれました。 

 再生材利用拡大に向け再生材利用義務を課す製品を特定し、再生材の利用に関する計画の作成及び定期

の報告を義務付けることや環境配慮設計の促進として認定制度を創設すること、再資源化の促進として

認定を受けたメーカー等に対し廃棄物処理法の特例を講じ回収・再資源化のインセンティブを付与する

こと、ＣＥコマースの促進として資源の有効活用や消費者の安全といった観点から、満たすべきＣＥコ

マースビジネスの基準を設定する等、制度的枠組みを構築していくことになります。2月 13日に「成長

志向型の資源自律経済戦略の実現に向けた制度見直しに関する取りまとめ」として公表されました。 

 

 推進協ニュース別添資料 

  ・資料１ ｢令和６年度 再商品化見通し等報告会｣（抜粋） 

  ・資料２ 「成長志向型の資源自律経済戦略の実現に向けた制度見直しに関する取りまとめ」 

  ・資料３ ｢紙製容器包装のリサイクルについて｣ 

 

－以上－ 



  

令和６年度 再商品化見通し等報告会 

次   第 

 

 

公益財団法人日本容器包装リサイクル協会 

日時：令和７年３月４日（火） 

13：30～15：00 

場所：ＡＰ虎ノ門 会議室Ｃ＋Ｄ 及び 

オンライン 

 

 

１．開会 

 

２．挨拶 

 

３．報告事項 

(１) 令和６年度再商品化実績見通し（総括）について                                （資料１） 

(２) 令和６年度収支見通しについて                                        （資料２-①、②） 

(３) 令和７年度再商品化事業者の落札結果について                                   （資料３） 

(４) リチウムイオン電池発煙発火トラブル状況について                （資料４） 

(５) その他 

  ①委員会の開催（５月下旬～６月上旬）について 

②参考資料について 

 

４．閉会 

 

[参考資料] 

・再商品化受託状況等（令和元年度～７年度）                   （参考資料１） 

・令和７年度再商品化の実施に向けたスケジュール                 （参考資料２） 

 

 

以 上 



　令和６年度　再商品化実績見通し（総括）について
公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会

令和７年３月４日

＊（　　）内は、前年度実績

表１
＜商 品 提 供＞ 素材別 特定事業者数 受託量 （トン）

消費者 特定事業者：79,828社 ガラスびん 2,880 270,398

ＰＥＴボトル 1,149 155,192

紙製容器包装 66,785 20,249

プラスチック製容器包装 78,418 820,910

計 79,828 1,266,749

（79,430社）（1,476,307トン）

表５【再商品化委託料；精算前】           単位：百万円

　　　　公益財団法人 実施委託料 対象金額 精算額 精算率

日本容器包装リサイクル協会 ＜協会経費：３３億円＞ ガラスびん 4,675 659 14.1%

（うち租税公課　１４億円） ＰＥＴボトル 1,095 639 58.4%

紙製容器包装 553 182 33.0%

プラスチック製容器包装 55,240 11,275 20.4%

計 61,562 12,755 20.7%

拠出委託料 対象金額 精算額 精算率
ＰＥＴボトル 359 86 24.1%

　　　　

表２ 表３ 表４　注　販売状況見通しの詳細は次頁の通り

素材別
市町村負担分

受託量（トン）
素材別

引渡し

市町村数

市町村からの

引取量（トン）
素材別

再商品化

事業者数

再商品化製品

販売量（トン）
ガラスびん 25,340 ガラスびん 1,362 309,200 ガラスびん 46 293,400

ＰＥＴボトル ー ＰＥＴボトル 1,011 187,000 ＰＥＴボトル 39 173,400

紙製容器包装 126 紙製容器包装 141 13,135 紙製容器包装 42 12,884

プラスチック製容器包装 4,541 プラスチック製容器包装 1,019 650,493 プラスチック製容器包装 37

製品プラ 13,532 製品プラ 131 13,532 製品プラ 21

計 43,539 計 1,595 1,173,360 計 142 897,672

（28,421トン） （1,587） （1,188,924トン） （147社） （919,547トン）

市町村：1,595 市町村

（※対象金額は過年度遡及分を除いた金額）

417,988

再商品化事業者：142社

（再商品化実施者） 再商品化製品利用事業者

有償分収入
１３６億円（１３９億円）

５年度分拠出委託料
４億円（１億円）

５年度分
合理化拠出金

３億円
（１億円）

取扱注意 資料１

<

分

別

排

出>
<

分

別

収

集>

再商品化実施委託料
６２４億円（６２７億円）（※金額は精算前の見込金額）

有償入札拠出金
１２０億円（１３８億円）

市町村委託料
①容リ（小規模）分

８億円（６億円）
②製品プラ分

９億円（３億円） 再商品化委託費用
４９６億円（４７６億円）（※認定計画分２３億円、製品プラ８億円を含む）



　　令和6年度　再商品化製品販売状況について(見通し）

１．ガラスびん ３．紙製容器包装

令和６年度見込 令和５年度実績 前年比（％） 令和６年度見込 令和５年度実績 前年比（％）

びん用途 209,000 209,103 100.0% 製紙原料 11,924 12,769 93.4%

その他用途 84,400 87,723 96.2% 材料リサイクル 142 169 84.3%

固形燃料 818 930 87.9%

計 293,400 296,827 98.8% 計 12,884 13,867 92.9%

２．ＰＥＴボトル ４．プラスチック

令和６年度見込 令和５年度実績 前年比（％） 令和６年度見込 令和５年度実績 前年比（％）

繊維 17,000 26,064 65.2% 材料リサイクル 416,662 371,562 112.1%

フィルム・シート 27,500 54,948 50.0% 高炉還元剤化 15,567 16,642 93.5%

ボトル（飲料用） 126,000 91,579 137.6% コークス炉化学原料化 162,789 212,912 76.5%

ボトル（その他） 2,400 1,579 152.0% ガス化 55,183 54,365 101.5%

成型品 500 2,806 17.8% 計 650,201 655,481 99.2%

その他 0 80 0.0% 白色トレイ 292 329 88.6%

計 173,400 177,056 97.9% 総計 650,493 655,810 99.2%

【参考】製品プラ 13,532 4,719 286.8%

【総括】

市町村からの分別基準適合物引取量は、独自ルートに切り替えた市町村が増

え、前年度比88.3％と減少している。また、再商品化製品販売の合計数におい

ては前年度比97.9％と減少している。

利用製品の中で繊維/フィルム・シートが前年度より大きく減らしている一方で、飲

料メーカーのボトルtoボトルの取り組みが加速したことで、飲料用ボトルが

137.6%と大きく伸長し、利用製品間の差異が大きくなっている。

【総括】

古紙の発生減に歯止めがかからず、回収量も減少傾向にある。

　なお、令和5年度は名古屋市の雑紙一括回収への回収方法への転換によ

り、協会引き受けが大幅に減少したが、令和6年度は他の市町村の回収方法

変更の追随はなく、大幅な減少にはならなかった。

　紙製容器包装の販売は、品薄状態からニーズが高く、製紙原料向け、材料リ

サイクル向け、固形燃料化向けともに問題なく販売されると見込んでいる。

引取見込み量は13,135ﾄﾝと前年度実績比763ﾄﾝ程度の減少が見込まれ、

再商品化製品販売量は前年度実績比983ﾄﾝ程度減少、前年度比92.9%

程度となる見込みである。

【総括】

引取り見込量は前年度比99.2％（-5,280ﾄﾝ)、　製品販売量については前

年度比93.4％（-28,499ﾄﾝ)　の見込みである。引取量に関しては、製品プラ

の申し込み市町村数が50から131に増えた一方で、13市町村が33条認定に

移行したことによる影響が考えられる。手法別の引取量は落札結果に紐づいて

おり、材料リサイクルが前年比112.1％と増えた一方で、コークス炉化学原料が

前年比76.5％と減少した。

【総括】

　令和6年度の市町村からの引取量は309,200㌧/前年度比98.4％、再商品

化製品販売量は、293,400㌧/前年度比98.8％の見込みである。

　一方、ガラスびんの出荷（日本ガラスびん協会6社）は令和6年暦年で、83.7

万㌧/前年比93.3％と大きく減少した。

　今後、市場に流通するガラスびんの大幅な減少により、再商品化事業者の材料

びん確保が益々厳しくなると思われる。



（単位：千円）
予算額 見込額 増　減 備　　考

1 ．

240 240 0
240 240 0 国債運用

②事業収益 66,029,056 77,983,726 △ 11,954,670
再商品化受託料収益 54,099,822 62,355,211 △ 8,255,389
　（特定事業者・実施委託料）

再商品化受託料収益 330,894 374,429 △ 43,535 拠出委託料はＰＥＴボトルのみで発生

　（特定事業者・拠出委託料）

再商品化受託料収益 835,765 775,586 60,179 市町村負担分の申込

　（市町村・容リ分）

再商品化受託料収益 1,249,992 895,000 354,992 市町村からの製品プラ等の申込

　（市町村・製品プラ等分）

再商品化委託収益 9,512,583 13,583,500 △ 4,070,917 有償入札分内訳

　（有償入札分）  　①ＰＥＴボトル　13,478,000

 　②紙　　　          105,500

　　　経常収益計 66,029,296 77,983,966 △ 11,954,670

（２）経常費用
①事業費

再商品化委託事業 65,661,562 64,809,415 852,147
（主な内訳）
ガラスびん再商品化委託料 4,746,390 4,231,000 515,390
ＰＥＴボトル再商品化委託料 476,014 382,000 94,014
紙再商品化委託料 120,450 56,500 63,950
プラスチック再商品化委託料（容リ分） 45,737,642 41,804,000 3,933,642
プラスチック再商品化委託料（認定計画分） 1,804,609 2,252,000 △ 447,391
プラスチック再商品化委託料（製品プラ等分） 1,205,049 841,000 364,049
役員報酬 64,562 64,360 202 通勤手当含む

給与手当 134,488 135,548 △ 1,060 通勤手当含む

設備等調査費 580,305 534,488 45,817
旅費交通費 26,774 19,700 7,074
コンピュータ処理料 447,700 428,200 19,500
再商品化業務システム改善費 55,000 23,200 31,800
商工会議所等委託費・研修費 105,941 98,600 7,341
申込書等印刷費・通信費 50,600 42,000 8,600
賃借料 52,668 52,668 0
租税公課 1,060,410 1,438,300 △ 377,890
市町村拠出支出（合理化拠出金） 330,894 277,000 53,894
市町村拠出支出（有償入札拠出金） 8,612,236 12,038,900 △ 3,426,664

0 67,451 △ 67,451

33,220 26,000 7,220
22,660 24,000 △ 1,340

10,560 2,000 8,560

64,792 55,000 9,792
64,792 55,000 9,792

9,020 2,870 6,150
9,020 2,870 6,150 欧州、ブルネイ視察

65,768,594 64,893,285 875,309

業務内容に関する説明会等の開催

令和６年度収支見込み（正味財産増減計算ベース）（案）

（令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで）

①基本財産運用益

科　　　　　　　　　　目
Ⅰ

事業費計

情報の収集及び提供
会報の発行等

一般正味財産増減の部
経常増減の部

（１）経常収益

交流及び協力
国内外関係機関との交流及び協力

パンフレット等の作成及び配布

普及及び啓発

基本財産受取利息

未収金償却費

資料２－②取扱注意

1



（単位：千円）

予算額 見込額 増減 備　　考

33,238 33,240 △ 2 通勤手当含む

89,904 85,948 3,956 通勤手当含む

45,900 39,819 6,081 法定福利費他

22,500 26,320 △ 3,820
264 120 144

1,000 900 100 理事会・評議員会開催費

484 0 484
100 0 100

1,100 800 300
112 0 112

3,080 3,000 80
2,640 3,200 △ 560

100 12 88
1,760 1,600 160

31,920 30,572 1,348
440 300 140

10,340 9,840 500 弁護士・公認会計士等の費用

1,300 1,300 0 役員賠償責任保険等

1,432 1,000 432 研修費含む

1,540 900 640
3,628 2,500 1,128
7,920 7,000 920 室内清掃、銀行振込関連手数料等

260,702 248,371 12,331
　　　経常費用計 66,029,296 65,141,656 887,640
　　　　　当期経常増減額 0 12,842,310 △ 12,842,310 精算金見込

2 ．

　　　経常外収益計 0 0 0

　　　経常外費用計 0 0 0
         当期経常外増減額 0 0 0
         他会計振替前当期一般 0 0 0
         正味財産増減額

         当期一般正味財産増減額 0 0 0
         一般正味財産期首残高 62,590 62,576 14
         一般正味財産期末残高 62,590 62,576 14

         当期指定正味財産増減額 0 0 0
         指定正味財産期首残高 120,285 120,285 0
         指定正味財産期末残高 120,285 120,285 0

182,875 182,861 14

会議費

福利厚生費
給与手当

②管理費
科　　　　　　　　　　目

旅費交通費
退職給付費用

役員報酬

Ⅲ 正味財産期末残高

会費
図書購入費

指定正味財産増減の部

（２）経常外費用

Ⅱ

倉庫保管料

（１）経常外収益

保険料

経常外増減の部

その他雑費等
管理費計

委託費

賃借料
渉外費

光熱水費
租税公課

印刷製本費
修繕費

什器備品費

通信運搬費

消耗品費
減価償却費
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令和７年度再商品化事業の落札結果について 公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会

１．各素材・手法別の加重平均落札単価及び落札数量

令和7年度 令和6年度 前年度増減 令和7年度 令和6年度 前年度増減 構成比（％）

無色 9,577 8,824 753 98,836 100,054 -1,218 30.0%

茶色 10,629 10,029 600 101,542 102,280 -738 30.8%

その他の色 16,399 16,681 -282 129,332 133,821 -4,489 39.2%

ガラスびん合計 12,577 12,318 259 329,710 336,155 -6,445 100.0%

-75,438 -49,526 -25,912 93,274 102,108 -8,834 -

-4,375 -3,368 -1,007 13,377 14,069 -692 -

材料リサイクル 67,779 63,131 4,648 492,720 427,783 64,937 77.5%

高炉還元剤化 54,779 46,106 8,673 15,903 15,906 -3 2.5%

コークス炉化学原料化 62,943 59,106 3,837 76,318 166,237 -89,919 12.0%

ガス化 58,205 53,529 4,676 50,803 56,362 -5,559 8.0%

白色トレイ 59,334 61,057 -1,723 306 323 -17 -

合計 66,105 60,899 5,206 636,049 666,611 -30,562 100.0%

・令和6年度の単価・数量は前年度の落札時の数値です。

・表示している落札単価は、有償落札分と逆有償落札分の総合計の金額を落札量で除した加重平均値です。

・ＰＥＴボトルについては、令和7年度は上期落札結果、令和6年度も上期の落札結果を表示しています。

２．ＰＥＴボトル・紙製容器包装の有償および逆有償落札状況

令和7年度 令和6年度 前年度増減 令和7年度 令和6年度 前年度増減 構成比（％）

有償分 -78,077 -54,151 -23,926 92,146 97,306 -5,160 98.8%

逆有償分 140,298 44,194 96,104 1,127 4,802 -3,675 1.2%

合計 -75,438 -49,526 -25,912 93,274 102,108 -8,834 100.0%

有償分 -12,217 -10,295 -1,922 9,318 9,910 -592 69.7%

逆有償分 13,627 13,136 491 4,059 4,159 -100 30.3%

合計 -4,375 -3,368 -1,007 13,377 14,069 -692 100.0%

・ＰＥＴボトルについては、令和7年度は上期落札結果、令和6年度も上期の落札結果を表示しています。

ＰＥＴボトル

（上期）

素材

紙製容器包装

令和７年3月４日

　令和7年度再商品化事業者の入札（ガラスびん、紙製容器包装およびPETボトル上期分の３素材）については、1月31日に入札を締め

切り、2月4日に主務省の担当官立ち会いのもとに開札。2月26日に落札判定会議を実施し令和7年度の再商品化事業者を決定しました。

2月28日に各入札事業者および各市町村に対し選定結果を通知しています。

　また、プラスチック（プラスチック製容器包装及び分別収集物）については、1月10日に入札を締め切り、1月14日に主務省の担当官立ち会

いのもとに開札。2月26日に落札判定会議を実施し令和7年度の再商品化事業者を決定しました。2月28日に各入札事業者および各市町

村に対し選定結果を通知しています。

　なお、令和7年度落札結果：速報値は、3月3日にホームページに掲載していますが、令和7年３月末の当協会と再商品化事業者との契約

締結までに変更となる場合がありますので、４月上旬に確定結果および詳細情報をホームページに掲載します。

　以下の表中の単価および金額は、すべて消費税抜きで表示しています。四捨五入の関係で、合計が合わない場合があります。

プラスチック（プ

ラスチック製容

器包装及び分

別収集物）

・指定法人から再生処理事業者へ費用を支払ってリサイクルするものを「逆有償」、

  逆にＰＥＴボトル等で再生処理事業者が指定法人に費用を支払うものを「有償」と表現しています。

落札単価（円／トン） 落札数量（トン）

加重平均落札単価（円／トン） 落札数量（トン）
素材／手法

ガラスびん

ＰＥＴボトル（上期）

紙製容器包装

・プラスチックの加重平均落札単価はプラスチック製容器包装及び分別収集物の中の容リプラの単価を記しています。

　また、落札数量はプラスチック製容器包装及び分別収集物の中の容リプラの数量を記しています。

資料３取扱注意



３．各素材の落札概況

ガラスびん

ＰＥＴボトル

（上期）

紙製容器包装

プラスチック

（プラスチック製

容器包装及び

分別収集物）

落札概況

１．落札数量は前年度より6,445トン少ない329,710トンとなった。

２．落札単価は、ガラスびん合計で12,577円/トンとなり前年度より259円/トン増加した。

３．有償入札は無く、逆有償分の見通し額合計（単価×数量）は約41億5千万円となる。

４．用途別には「びん原料」用途の全体に占める割合は、74.3％となり、前年と比べ1.5ポイント増加した。

１．令和7年度年間申込量は169,258トンとなり、上期落札数量は、その約55％に相当する93,274トンとなった。

２．落札単価はマイナス75,438円／トンで、令和6年度（上期）より25,912円有償の方向に進んだ。

３．有償分落札数量は92,146トン、有償比率は98.8％となり、令和6年度（上期）（97,306トン、95.3%）より

　　　数量は減少し、比率は上昇した。

４．逆有償分落札数量は1,127トン、逆有償比率は1.2％となり、令和6年度（上期）（4,802トン、4.7％）より

　　　減少した。

１．落札数量は13,377トンとなり、前年度より692トン減少した。

２．落札単価はマイナス4,375円／トンで、前年度より1,007円有償の方向に進んだ。

３．有償分落札数量は前年より592トン減少して9,318トン(69.7%)となった。

４．逆有償分落札数量は前年より100トン減少して4,059トン(30.3%)となった。

１．落札数量は前年度より30,562トン少ない636,049トンになった。

２．昨年同様、その他プラ（白色トレイを除くプラスチック）における材料リサイクルの優先枠は入札対象量の50％とした。

３．その他プラにおける材料リサイクル落札量は全体の77.5%となり前年度（64.2％）に比べ13.3ポイント増加した。

４．落札単価は前年度比8.5％（5,206円）増加し、66,105円／トンとなった。

　　　その他プラ（白色トレイを除くプラスチック）の各手法で落札単価は増加し、白色トレイで落札単価が下落

　　　し、全体としては増加となった。
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当推進協議会は容器包装リサイクル法の趣旨に基づきその他紙製容器包装の３Ｒ推進を目的として、
関連する業界団体及び事業者によって1998年に設立された任意団体です。

紙製容器包装のリデュース率〈自主行動計画2025（2021～2025年度）目標15％〉
・紙製容器包装に使用される包装用紙・紙器用板紙の国内出荷量の2004年度比リデュース率を指標
・2023年度は新型コロナウイルス感染症の影響もようやく薄まり出荷量は減少　（　）内前年度

（公財）日本容器包装リサイクル協会との連携により紙製容器包装
リサイクルの円滑な運用を図ります。
容器包装リサイクル法に係る審議会等で合理的なリサイクルシス
テムを提言します。

　売上高※を原単位とした基準年度（2004年度）比リデュース率　35.2％（27.3％）

※売上高：経産省商業動態統計より　売上高＝小売業計－自動車－機械器具－燃料

包装用紙・紙器用板紙のリデュース率及び国内出荷量の推移（基準年度＝2004年度）

■2023年度の基準年度（2004年度）比リデュース率　21.1％（16.2％）

　自主行動計画をスタートした2006年度からの累計削減量　4,028,276トン
■2023年度の基準年度（2004年度）比削減量　443,703トン（339,831トン）

　内訳）行政収集16.9％（16.9％）　　集団回収 5.4％（6.0％）
■2023年度回収率　22.4％（22.9％）

　内訳）行政収集107,596トン（109,806トン）、集団回収 34,509トン（38,897トン）
■2023年度紙製容器包装の回収量　142,105トン（148,702トン）

紙製容器包装の回収率〈自主行動計画2025（2021～ 2025年度）目標28％〉
・2009年度より集団回収量を計上
・2023年度は新型コロナウイルス感染症の影響もあり回収率は更に減少　（　）内前年度

単位：％単位：千ｔ

単位：％

2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年2013年2012年2011年2010年2009年2008年2007年2006年2005年2004年

2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年2013年2012年2011年2010年2009年2008年2007年2006年

2025年度目標　15％

単位：千ｔ

出
荷
量

リ
デ
ュ
ー
ス
率



古紙ルート
「雑がみ」等として
分別収集

紙製容器包装として
分別収集

容リリート

行政収集や集団回収
により分別収集

1「紙製容器包装」として分別収集するルート
（容リルート）

市町村で紙製容器包装の識別マークがついたものを
対象に集め、収集されたものの再商品化（リサイクル）
は特定事業者（容器包装製造利用事業者）が、指定
法人（（公財）日本容器包装リサイクル協会）に委託
して行われます。主に製紙原料に利用され、製紙原料
に向かないものは固形燃料（ＲＰＦ）等として利用
されます。

2「古紙」として分別収集するルート（古紙ルート）
市町村で従来からの古紙（新聞・雑誌・段ボール等）
の回収ルートを利用して主に製紙原料に向く紙製容
器包装を集め、製紙原料に向かないプラスチックと
の複合品や匂いのついた箱等が回収対象から除かれ
ます。紙製容器包装は、「雑がみ」「その他の紙」な
どの分類で、紙小物類（パンフレット、コピー紙、
封筒等）との混合で回収されます。

紙製容器包装は、２つのリサイクルルートで資源化されています。
紙製容器包装のリサイクル

提言１　紙製容器包装を収集する市町村の拡大を要望します
容リルート「紙製容器包装」分類での収集及び古紙ルート「雑がみ」分類での収集を実施する市町村の拡大を
要望します。

提言２　紙単体紙製容器包装と複合紙製容器包装の区別表示の設定を提言します
古紙ルート「雑がみ」分類で収集を実施する市町村の拡大及び紙製容器包装の回収量拡大のために、紙単体紙製
容器包装（以下「紙単体」という）と複合紙製容器包装（以下「複合品」という）の区別表示の設定を提言します。

提言３　複合品の収集・リサイクルの推進を提言します
複合品も、家庭から排出される容リ法対象の紙製容器包装の約15％（約９万トン：当推進協議会調査）を占め
ており、固形燃料等の有効なリサイクル資源であるため、収集・リサイクルの推進を提言します。

提言４　紙製容器包装の収集拡大のための啓発を要望します
紙製容器包装（あるいは雑がみ）の収集を実施する市町村を拡大するために、紙製容器包装が有効な資源である
ことを市町村に啓発することを要望します。

提言５　今後の制度見直し
　　　　紙製容器包装全体のリサイクルシステムのあるべき姿の研究を進めます。

提言６　三者の役割分担を維持し取り組みの深化を図ります
提言７　主体間連携の強化を図ります

紙製容器包装の業種全体排出見込量63.6万トンの内、紙にリサイクルしにくい複合紙製容器包装(以下「複合品」）が9.5万トン、
汚れたものを含めると15.0万トンと推定、アルミ付紙パックや紙カップ、複合紙箱をはじめとした複合品は「雑がみ」の回収対
象とならずほとんど燃やされています。「容器包装リサイクル法」では収集・リサイクルが求められており、「プラスチック資源
循環促進法」でも「再生可能資源（紙、バイオマスプラスチック等）に適切に切り替え」とプラからの「紙化」を進めるにあた
り複合品のリサイクルの推進が必要なため、複合品（複合紙製容器包装）リサイクル推進ＷＧを2024年５月に設置しました。

❶ 紙製容器包装の収集・リサイクルの推進

❷ 容器包装３Ｒ制度全体のあり方について

資源を有効に使うには、容器包装の減量・
減容化（Reduce）、一旦使用した物の再使用
（Reuse）、使用済の容器包装の再資源化
（Recycle）をすることですが、そのためには
３Ｒに配慮した容器包装であることが必要
です。

紙製容器包装は、家庭から出るごみの中の約5.5％を占めています。

環境省　容器包装廃棄物の使用・排出実態調査（令和５年度）より環境省　容器包装廃棄物の使用・排出実態調査（令和５年度）より

紙製容器包装
（箱・袋・包装紙等）
5.5％

段ボール　3.6％
飲料用紙容器（アルミなし）
0.8％

ガラスびん0.8％

その他の
容器包装
　　0.2％

アルミ・スチール缶
3.3％

容積比

容器包装
63.6％

容器包装の“３Ｒ”

Reuse
リユース
再使用する

Reduce
リデュース
ごみを減らす

Recycle
リサイクル
再資源化する

行政収集
16.9%

未回収・不明
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紙製容器包装リサイクル推進協議会データ

産構審発表紙製容器包装の2023年度業種全体排出見込量：635,501トン
紙単体合計：540,924トン（85.1％）、複合品合計：94,577トン（14.9％）
複合品（複合紙製容器包装）の汚れたものを含めて推計すると

円グラフ（時計まわり）

複合品合計：149,617トン（21.6％）
アルミ付紙パック：54,800トン（7.9％）
紙カップ（紙トレー含む）：50,867トン（7.4％）
その他複合品：43,950トン（6.2％）
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複合合計
21.56％

紙製容器包装リサイクル推進協議会データ

［紙製容器包装］とは

●いろいろある識別マーク ガラスびんを除く他の容器包装にも、リサイクルを促進する識別マークがついています。

アルミ缶

■法定マーク ■自主マーク

スチール缶 紙製容器包装 ＰＥＴボトル
プラスチック
容器包装 飲料用紙容器 段ボール

商品の容器や包装で、主として紙製のものをいいます。
紙箱や紙袋、包装紙が代表的なものです。容器包装リサ
イクル法では、家庭から排出されたものをリサイクルの
対象としています。ただし、段ボールや飲料用紙容器（ア
ルミなし）は除きます。紙製容器包装には、下記の識別マー
クを付けることが義務付けられています。

識別マーク

消費者が使用済容器包装を出すときの分別を容易
にし、市町村の分別収集を促進することを目的と
して、紙製容器包装には識別マークが付けられて
います。

ガラスびん

無色・茶色・その他

■紙箱（単体）
■マルチパック
■ティッシュボックス
■包装紙（単体）
■紙袋（単体）
■パルプモールド
■紙箱（複合）
■洗剤
■金銀箔
■アルミ付紙パック
■紙カップ
■紙管製容器
■包装紙（複合）
■紙袋（複合）

産構審発表紙製容器包装の2023年度業種全体排出見込量：635,501トン
紙製容器包装の回収量内訳（2023年度実績：142,105トン、回収率22.4％）
・容リルート回収量13,898トン、回収率 2.2％（回収量の内訳9.8％）
　古紙ルート回収量128,207トン、回収率 20.2％（回収量の内訳90.2％）
・古紙ルート内訳：混合回収 86.4％（「雑誌・雑がみ」51.2％，「雑がみ」32.0％，古紙全般3.2％）
　「紙製容器包装」分類での単独回収は 3.8％、合計 90.2％資源
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ル－ト
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単体合計
85.12％



古紙ルート
「雑がみ」等として
分別収集

紙製容器包装として
分別収集

容リリート

行政収集や集団回収
により分別収集

1「紙製容器包装」として分別収集するルート
（容リルート）

市町村で紙製容器包装の識別マークがついたものを
対象に集め、収集されたものの再商品化（リサイクル）
は特定事業者（容器包装製造利用事業者）が、指定
法人（（公財）日本容器包装リサイクル協会）に委託
して行われます。主に製紙原料に利用され、製紙原料
に向かないものは固形燃料（ＲＰＦ）等として利用
されます。

2「古紙」として分別収集するルート（古紙ルート）
市町村で従来からの古紙（新聞・雑誌・段ボール等）
の回収ルートを利用して主に製紙原料に向く紙製容
器包装を集め、製紙原料に向かないプラスチックと
の複合品や匂いのついた箱等が回収対象から除かれ
ます。紙製容器包装は、「雑がみ」「その他の紙」な
どの分類で、紙小物類（パンフレット、コピー紙、
封筒等）との混合で回収されます。

紙製容器包装は、２つのリサイクルルートで資源化されています。
紙製容器包装のリサイクル

提言１　紙製容器包装を収集する市町村の拡大を要望します
容リルート「紙製容器包装」分類での収集及び古紙ルート「雑がみ」分類での収集を実施する市町村の拡大を
要望します。

提言２　紙単体紙製容器包装と複合紙製容器包装の区別表示の設定を提言します
古紙ルート「雑がみ」分類で収集を実施する市町村の拡大及び紙製容器包装の回収量拡大のために、紙単体紙製
容器包装（以下「紙単体」という）と複合紙製容器包装（以下「複合品」という）の区別表示の設定を提言します。

提言３　複合品の収集・リサイクルの推進を提言します
複合品も、家庭から排出される容リ法対象の紙製容器包装の約15％（約９万トン：当推進協議会調査）を占め
ており、固形燃料等の有効なリサイクル資源であるため、収集・リサイクルの推進を提言します。

提言４　紙製容器包装の収集拡大のための啓発を要望します
紙製容器包装（あるいは雑がみ）の収集を実施する市町村を拡大するために、紙製容器包装が有効な資源である
ことを市町村に啓発することを要望します。

提言５　今後の制度見直し
　　　　紙製容器包装全体のリサイクルシステムのあるべき姿の研究を進めます。

提言６　三者の役割分担を維持し取り組みの深化を図ります
提言７　主体間連携の強化を図ります

紙製容器包装の業種全体排出見込量63.6万トンの内、紙にリサイクルしにくい複合紙製容器包装(以下「複合品」）が9.5万トン、
汚れたものを含めると15.0万トンと推定、アルミ付紙パックや紙カップ、複合紙箱をはじめとした複合品は「雑がみ」の回収対
象とならずほとんど燃やされています。「容器包装リサイクル法」では収集・リサイクルが求められており、「プラスチック資源
循環促進法」でも「再生可能資源（紙、バイオマスプラスチック等）に適切に切り替え」とプラからの「紙化」を進めるにあた
り複合品のリサイクルの推進が必要なため、複合品（複合紙製容器包装）リサイクル推進ＷＧを2024年５月に設置しました。

紙製容器包装の業種全体排出見込量63.6万トンの内、紙にリサイクルしにくい複合紙製容器包装(以下「複合品」）が9.5万トン、

❶ 紙製容器包装の収集・リサイクルの推進

❷ 容器包装３Ｒ制度全体のあり方について

資源を有効に使うには、容器包装の減量・
減容化（Reduce）、一旦使用した物の再使用
（Reuse）、使用済の容器包装の再資源化
（Recycle）をすることですが、そのためには
３Ｒに配慮した容器包装であることが必要
です。

紙製容器包装は、家庭から出るごみの中の約5.5％を占めています。

環境省　容器包装廃棄物の使用・排出実態調査（令和５年度）より環境省　容器包装廃棄物の使用・排出実態調査（令和５年度）より
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紙製容器包装リサイクル推進協議会データ

産構審発表紙製容器包装の2023年度業種全体排出見込量：635,501トン
紙単体合計：540,924トン（85.1％）、複合品合計：94,577トン（14.9％）
複合品（複合紙製容器包装）の汚れたものを含めて推計すると

円グラフ（時計まわり）

複合品合計：149,617トン（21.6％）
アルミ付紙パック：54,800トン（7.9％）
紙カップ（紙トレー含む）：50,867トン（7.4％）
その他複合品：43,950トン（6.2％）
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紙製容器包装リサイクル推進協議会データ

［紙製容器包装］とは

●いろいろある識別マーク ガラスびんを除く他の容器包装にも、リサイクルを促進する識別マークがついています。

アルミ缶

■法定マーク ■自主マーク

スチール缶 紙製容器包装 ＰＥＴボトル
プラスチック
容器包装 飲料用紙容器 段ボール

商品の容器や包装で、主として紙製のものをいいます。
紙箱や紙袋、包装紙が代表的なものです。容器包装リサ
イクル法では、家庭から排出されたものをリサイクルの
対象としています。ただし、段ボールや飲料用紙容器（ア
ルミなし）は除きます。紙製容器包装には、下記の識別マー
クを付けることが義務付けられています。

識別マーク

消費者が使用済容器包装を出すときの分別を容易
にし、市町村の分別収集を促進することを目的と
して、紙製容器包装には識別マークが付けられて
います。

ガラスびん

無色・茶色・その他

■紙箱（単体）
■マルチパック
■ティッシュボックス
■包装紙（単体）
■紙袋（単体）
■パルプモールド
■紙箱（複合）
■洗剤
■金銀箔
■アルミ付紙パック
■紙カップ
■紙管製容器
■包装紙（複合）
■紙袋（複合）

産構審発表紙製容器包装の2023年度業種全体排出見込量：635,501トン
紙製容器包装の回収量内訳（2023年度実績：142,105トン、回収率22.4％）
・容リルート回収量13,898トン、回収率 2.2％（回収量の内訳9.8％）
　古紙ルート回収量128,207トン、回収率 20.2％（回収量の内訳90.2％）
・古紙ルート内訳：混合回収 86.4％（「雑誌・雑がみ」51.2％，「雑がみ」32.0％，古紙全般3.2％）
　「紙製容器包装」分類での単独回収は 3.8％、合計 90.2％資源
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古紙ルート
「雑がみ」等として
分別収集

紙製容器包装として
分別収集

容リリート

行政収集や集団回収
により分別収集

1「紙製容器包装」として分別収集するルート
（容リルート）

市町村で紙製容器包装の識別マークがついたものを
対象に集め、収集されたものの再商品化（リサイクル）
は特定事業者（容器包装製造利用事業者）が、指定
法人（（公財）日本容器包装リサイクル協会）に委託
して行われます。主に製紙原料に利用され、製紙原料
に向かないものは固形燃料（ＲＰＦ）等として利用
されます。

2「古紙」として分別収集するルート（古紙ルート）
市町村で従来からの古紙（新聞・雑誌・段ボール等）
の回収ルートを利用して主に製紙原料に向く紙製容
器包装を集め、製紙原料に向かないプラスチックと
の複合品や匂いのついた箱等が回収対象から除かれ
ます。紙製容器包装は、「雑がみ」「その他の紙」な
どの分類で、紙小物類（パンフレット、コピー紙、
封筒等）との混合で回収されます。

紙製容器包装は、２つのリサイクルルートで資源化されています。
紙製容器包装のリサイクル

提言１　紙製容器包装を収集する市町村の拡大を要望します
容リルート「紙製容器包装」分類での収集及び古紙ルート「雑がみ」分類での収集を実施する市町村の拡大を
要望します。

提言２　紙単体紙製容器包装と複合紙製容器包装の区別表示の設定を提言します
古紙ルート「雑がみ」分類で収集を実施する市町村の拡大及び紙製容器包装の回収量拡大のために、紙単体紙製
容器包装（以下「紙単体」という）と複合紙製容器包装（以下「複合品」という）の区別表示の設定を提言します。

提言３　複合品の収集・リサイクルの推進を提言します
複合品も、家庭から排出される容リ法対象の紙製容器包装の約15％（約９万トン：当推進協議会調査）を占め
ており、固形燃料等の有効なリサイクル資源であるため、収集・リサイクルの推進を提言します。

提言４　紙製容器包装の収集拡大のための啓発を要望します
紙製容器包装（あるいは雑がみ）の収集を実施する市町村を拡大するために、紙製容器包装が有効な資源である
ことを市町村に啓発することを要望します。

提言５　今後の制度見直し
　　　　紙製容器包装全体のリサイクルシステムのあるべき姿の研究を進めます。

提言６　三者の役割分担を維持し取り組みの深化を図ります
提言７　主体間連携の強化を図ります

紙製容器包装の業種全体排出見込量63.6万トンの内、紙にリサイクルしにくい複合紙製容器包装(以下「複合品」）が9.5万トン、
汚れたものを含めると15.0万トンと推定、アルミ付紙パックや紙カップ、複合紙箱をはじめとした複合品は「雑がみ」の回収対
象とならずほとんど燃やされています。「容器包装リサイクル法」では収集・リサイクルが求められており、「プラスチック資源
循環促進法」でも「再生可能資源（紙、バイオマスプラスチック等）に適切に切り替え」とプラからの「紙化」を進めるにあた
り複合品のリサイクルの推進が必要なため、複合品（複合紙製容器包装）リサイクル推進ＷＧを2024年５月に設置しました。

❶ 紙製容器包装の収集・リサイクルの推進

❷ 容器包装３Ｒ制度全体のあり方について

資源を有効に使うには、容器包装の減量・
減容化（Reduce）、一旦使用した物の再使用
（Reuse）、使用済の容器包装の再資源化
（Recycle）をすることですが、そのためには
３Ｒに配慮した容器包装であることが必要
です。

紙製容器包装は、家庭から出るごみの中の約5.5％を占めています。

環境省　容器包装廃棄物の使用・排出実態調査（令和５年度）より環境省　容器包装廃棄物の使用・排出実態調査（令和５年度）より
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紙製容器包装リサイクル推進協議会データ

産構審発表紙製容器包装の2023年度業種全体排出見込量：635,501トン
紙単体合計：540,924トン（85.1％）、複合品合計：94,577トン（14.9％）
複合品（複合紙製容器包装）の汚れたものを含めて推計すると

円グラフ（時計まわり）

複合品合計：149,617トン（21.6％）
アルミ付紙パック：54,800トン（7.9％）
紙カップ（紙トレー含む）：50,867トン（7.4％）
その他複合品：43,950トン（6.2％）
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紙製容器包装リサイクル推進協議会データ

［紙製容器包装］とは

●いろいろある識別マーク ガラスびんを除く他の容器包装にも、リサイクルを促進する識別マークがついています。

アルミ缶

■法定マーク ■自主マーク

スチール缶 紙製容器包装 ＰＥＴボトル
プラスチック
容器包装 飲料用紙容器 段ボール

商品の容器や包装で、主として紙製のものをいいます。
紙箱や紙袋、包装紙が代表的なものです。容器包装リサ
イクル法では、家庭から排出されたものをリサイクルの
対象としています。ただし、段ボールや飲料用紙容器（ア
ルミなし）は除きます。紙製容器包装には、下記の識別マー
クを付けることが義務付けられています。

識別マーク

消費者が使用済容器包装を出すときの分別を容易
にし、市町村の分別収集を促進することを目的と
して、紙製容器包装には識別マークが付けられて
います。

ガラスびん

無色・茶色・その他

■紙箱（単体）
■マルチパック
■ティッシュボックス
■包装紙（単体）
■紙袋（単体）
■パルプモールド
■紙箱（複合）
■洗剤
■金銀箔
■アルミ付紙パック
■紙カップ
■紙管製容器
■包装紙（複合）
■紙袋（複合）

産構審発表紙製容器包装の2023年度業種全体排出見込量：635,501トン
紙製容器包装の回収量内訳（2023年度実績：142,105トン、回収率22.4％）
・容リルート回収量13,898トン、回収率 2.2％（回収量の内訳9.8％）
　古紙ルート回収量128,207トン、回収率 20.2％（回収量の内訳90.2％）
・古紙ルート内訳：混合回収 86.4％（「雑誌・雑がみ」51.2％，「雑がみ」32.0％，古紙全般3.2％）
　「紙製容器包装」分類での単独回収は 3.8％、合計 90.2％資源

ごみ

アルミ付紙パック

紙カップ

容リ法に基づく
指定法人ルート
9.8％

「紙製容器包装」
分類で回収
3.8％

「古紙全般」
分類で回収
3.2％

「雑がみ」
分類で回収
32.0％

紙製容器包装回収量内訳

「雑誌・雑がみ」
分類で回収
51.2％

古紙ルート

容リ
ル－ト

複合合計
14.88％

単体合計
85.12％



当推進協議会は容器包装リサイクル法の趣旨に基づきその他紙製容器包装の３Ｒ推進を目的として、
関連する業界団体及び事業者によって1998年に設立された任意団体です。

紙製容器包装のリデュース率〈自主行動計画2025（2021～2025年度）目標15％〉
・紙製容器包装に使用される包装用紙・紙器用板紙の国内出荷量の2004年度比リデュース率を指標
・2023年度は新型コロナウイルス感染症の影響もようやく薄まり出荷量は減少　（　）内前年度

紙製容器包装のリデュース率〈自主行動計画2025（2021 2025年度）目標15％〉

（公財）日本容器包装リサイクル協会との連携により紙製容器包装
リサイクルの円滑な運用を図ります。
容器包装リサイクル法に係る審議会等で合理的なリサイクルシス
テムを提言します。

　売上高※を原単位とした基準年度（2004年度）比リデュース率　35.2％（27.3％）

※売上高：経産省商業動態統計より　売上高＝小売業計－自動車－機械器具－燃料

包装用紙・紙器用板紙のリデュース率及び国内出荷量の推移（基準年度＝2004年度）

■2023年度の基準年度（2004年度）比リデュース率　21.1％（16.2％）

　自主行動計画をスタートした2006年度からの累計削減量　4,028,276トン
■2023年度の基準年度（2004年度）比削減量　443,703トン（339,831トン）

　内訳）行政収集16.9％（16.9％）　　集団回収 5.4％（6.0％）
■2023年度回収率　22.4％（22.9％）

　内訳）行政収集107,596トン（109,806トン）、集団回収 34,509トン（38,897トン）
■2023年度紙製容器包装の回収量　142,105トン（148,702トン）

紙製容器包装の回収率〈自主行動計画2025（2021～ 2025年度）目標28％〉
・2009年度より集団回収量を計上
・2023年度は新型コロナウイルス感染症の影響もあり回収率は更に減少　（　）内前年度
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